
市役所庁舎内のキッズスペースについて（受付日：令和 7 年 3 月

31 日） 

 

Ｑ  市 役 所 庁 舎 内 の キ ッ ズ ス ペ ー ス に 、 す べ り 台 を 設 置 し て 欲 し

い。 

 

Ａ  市 役 所 本 庁 舎 棟 に は 、 子 ど も 連 れ の 方 が 安 心 し て 手 続 き 等 が

で き る よ う 、 子 ど も た ち が 庁 舎 内 で も 快 適 に 過 ご せ る キ ッ ズ ス

ペ ー ス を ３ 箇 所 （ １ 階 に ２ 箇 所 、 ４ 階 に １ 箇 所 ） 設 置 し て い ま

す。しかしながら、すべり台については、キッズスペースが狭小

で あ る こ と や 、 転 落 や 衝 突 な ど が 原 因 で 事 故 が 発 生 す る 恐 れ が

あることから、設置は難しいと考えています。 

  今後、キッズスペースの利用者増や、遊具の適切な配置・点検

な ど の 安 全 対 策 や 衛 生 対 策 を 十 分 精 査 し た う え で 、 遊 具 の 設 置

について検討していきます。 
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